
［R3.1.18 県教審学校等教育分科会 資料］ 

米子白鳳高等学校の取組 

 

【Ⅰ 果たすべき役割について】 

１ 特別支援教育の重点校としての役割 

 ［R2 定時制入学生︓６０名定員で５２名入学］ 

 ・個別の支援計画あり：  ２５％ 

 ・合理的配慮申請あり：  ２１％ 

 ・特別支援学校・学級・通級あり： ２１％ 

 ・発達障がい診断あり：  ２３％ 

 ・軽度知的障がい：    ４％ 

２ その他支援の必要な生徒にとっての仕切り直しの場としての役割 

 ・３年次５０日以上欠席：  ４４％ 

 ・要対協：    １２％ 

 ・中学校からの引継あり：  ７９％ （同通信制は３４％） 

３ 定時制・通信制の本来の設置目的としての役割 

 ・働きながら、育児しながら、就学出来る場 

 ・一部専修学校のダブルスクールとしての場 ［R2 ファッションビジネス学園３名、 国⽴⾳楽院２名］ 

 

【Ⅱ 目指すべき方向性について】 

「自分もやれる」を育てる ～学びの支援と自己有用感の醸成へ～     →３ページ図参照 

出来るだけ個別で手厚い支援を行い、中学まで自己肯定感が少なかった生徒に「自分もやれる」という

成功体験や自己有用感を経験させて、成長・自立へと導く。 

 

【Ⅲ 具体的方策について】 

① 手厚い支援 

１ 学校設定教科「ソーシャル・スキル」の導入（令和２年度より通級の内容を複数の生徒を対象に 1年次生

の選択科目に）［R2 午前部１３名、午後部７名選択 県教委の学校訪問でも参観］ 

➡クラス内でコミュニケーションが取れるようになり、自分の思いを表明できるようにする。 

２ 通級による指導の導入（平成３０年度後半より県内高校初の導入） 

［R2７⼈５講座で実施︓２年次︓３⼈２講座  ３年次︓３⼈２講座  ４年次︓１⼈１講座（前期のみ）］ 

➡イライラやパニックなど自分の困り感が上手く処理できるようにする。部活、生徒会、アルバイトも含め

て、身の丈より少し上のことに挑戦するようにする。 

３ 人的支援体制と教職員の連携 

(１) スクールカウンセラー：２名、（1名は教育相談員） 

月・水曜日 ／通信制課程：日曜日、月１回 

(２) スクールソーシャルワーカー：１名、週５日（日曜勤務あり） 

(３) 特別支援教育支援員：定時制課程１名、週５日 

(４) 就職支援相談員：定時制課程１名、週５日 ／通信制課程１名、週１日 

(５) 白鳳サポーター（臨床心理を専攻する島根大学大学院生） 

     定時制課程：火・水・金曜日午後（各１名） 通信制課程：日曜日午後（１名） 



(６) 「通級による指導」が行える教諭 ２名（1名 18 時間軽減、1名 12 時間軽減） 

(７) 特別支援教育コーディネーター（教諭） １名（12 時間軽減） 

(８) 就労支援相談：鳥取こども学園・ジョブカード作成支援担当／日曜日、月１回 

(９) 通級指導支援：西部教育局ＬＤ等専門員：１名 不定期 

(10) 若者サポートステーション：適宜 

➡授業で置いてきぼりにされない。わかる喜びが得られるようにする。 

② ニーズに対応 

４ 全教職員での共通理解と合理的配慮の実施（一部平成３０年度より） 

   ［座席の配置、クールダウン時の居場所、パニック時の対応、テストのルビ・拡大、連絡事項をスマホで撮影、お助けカードで教室退室］ 

➡「特別扱い、えこひいき」ではなく「みんなと同じように学ぶためのしくみ」と理解できるようにする。 

５ 中学校からの情報引き継ぎ方策と中学校へのお返し訪問の実施（平成３０年度より） 

[合格者説明会で本⼈・保護者の署名を取る→中学校へ通知、個別の支援計画以外の有用な情報をできるだけ求める 

→約８割の生徒の情報が得られる→新年度早々、全教職員で情報共有、学事からも閲覧可能、その後も加筆 

→夏休みに教育相談担当と担任が中学校を回って様子を伝える→全く学校へ来てなかった生徒が元気に通っている様子を聞き驚き] 

➡中学生、保護者、教員からのニーズの変化：「米子白鳳しか行けない」から「米子白鳳で学びたい」へ。 

６ 授業のＵＤ化（平成２８年度より） 

［教育相談部主催の年度初めの職員研修会→全体に授業改善が進んでいない指摘→R2「授業改善プロジェクト」を⽴ち上げ 

→教育センターの初任研が本校を会場に開催、そこで校内向けの授業公開→支援を要する生徒にどのような配慮をしながら授業を進

めるかのモデルを提示→授業研究会を実施、LD 等専門員の講義と質疑も交える→活発な意⾒や質問、とても有意義な会に］ 

➡授業で置いてきぼりにされない。わかる喜びが得られるようにする。 

７ 通信制での学校内託児の導入（就学への妨げの解消を支援、令和２年度より） 

［R2︓６⼈の生徒が登録、前期は⽇曜⽇のスクーリングと試験で１３回開設、のべ２９⼈の子どもの利用、 

試験の⽇は⽔曜⽇の生徒も利用、最多は前期Ａ試験の⽇で６⼈の利用（写真）］ 

➡育児のため就学を諦めざる得なかったが、育児をしながら就学できるようになり高校卒業の道が開ける。 

③ 地域と協働 

８ 体験的学習・活動による地域交流と社会性の育成 

   ［定通教育の柱、多くが独自事業を活用］ 

➡米子市淀江地区の協力を得て、活動を通して「自分でやれた、話せた」と達成感が持てるようになる。 

９ 地域行事へのボランティアやアルバイトとしての参加（平成２８年度より） 

   ［学校では⾒られない生徒の成⻑、地域住⺠の本校に対する評価の変化］ 

➡淀江地区の人々と授業や部活以外でも地域と関わりを持ち、協働することで、自立する力を養えるように

なる。 

10 コミュニティ・スクールの導入（令和３年度より） 

   ［学校評議員・学校関係者評価委員の外部委嘱委員会、職員会議でも了承］ 

➡淀江地区の人々との活動を通して、「自分も役に立てた」という自己有用感を得ることができるようにな

る。 

11 障がい者就労も含めた就職支援 

 ［多くの生徒の最終ゴール］ 

➡キャリアアドバイザーやハローワーク、時に障害者就業・生活支援センターしゅーと等の支援を受けなが

ら、主に県内で就職し、ふるさとを支える人材となる。 

 

 



「自分もやれる」を育てる 
〜学びの支援と自⼰有用感の醸成へ〜 

⿃取県⽴⽶子⽩鳳⾼等学校 令和３年度のミッション 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 

手
手
い
支
援 

1 新学校設定教科 
「ソーシャル・スキル」 
１年次選択科目（２単位） 
⼈間関係作りに必要なコミュニ
ケーション能⼒を身につける 

2 通級による指導 
２、３年次（各２単位） 
自閉スペクトラム症・ＡＤＨ
Ｄを対象に、授業や社会に出
るためのスキルを身につける 

3 支援体制 
１スクールカウンセラー 

定時:週 2、通信:月 1 
2 スクールソーシャルワーカー 

1 名、週５⽇（含⽇曜） 
3 特別支援教育支援員 

定時１名、週５⽇ 
4 就職支援相談員 

定時 1 名、通信 1 名 
5 学生サポーター 

臨床⼼理専攻大学院生 
定時:週 3、通信:週 1 

6 全教員が連携して取組む 

②ニーズに対応 
4 合理的配慮申請 
生徒からの申請、委員会で協
議、決定内容を通知 

6 授業の UD 化 
年度初めに職員研修会 
教職員全員で情報共有 

5 中学校からの情報引継 
本⼈、保護者から同意書、 
中学校からの情報引継面談の
設定、入学者の約 80％の情
報を収集 
中学校へのお返し訪問 
夏休みに担任等が中学校を訪
問、近況を知らせる 
頑張っている様子に驚きなど 

7 学校内託児 
通信制⽇曜⽇に実施 
事前登録、予約制 
本⼈負担なし 
委託事業所からスタッフ派遣 

③地域と協協 

8 体験的授業・活動 
1 体験講習︓ 

テーブルマナー講習会、乗馬体
験、茶道体験、陶芸 

2 現地学習会︓ 
環境施設現地学習、学校・事
業所⾒学 

3 ものづくり体験︓ 
和傘・⾏燈・銭太⿎づくり、ハン
ギングバスケットづくり 

4 地域交流︓ 
淀江保育園児交流（サツマイ
モ植栽・収穫、保育実習）、
⾼齢者交流（淀江介護所） 

5 地域での美化活動︓ 
上淀廃寺跡の丘での彼岸花の
植栽、大山・桝⽔⾼原でのマツ
ムシソウ植栽、⽶子市役所淀
江支所へのプランター提供、淀
江駅前花壇の整備 

9 ボランティア・アルバイト 
1 淀江漁協祭り 
2 淀江まちなかサロン 
3 上淀廃寺の丘彼岸花祭り 
4 妻木晩田遺跡祭り 
5 古代⽩鳳の丘さくら祭り 
6 郷土芸能部公演 
 「淀江さんこ節」 

年間３０回程度 

10 地域とのつながり 
(コミュニティ･スクール導入） 
・⽶子市淀江振興課課⻑補佐 
・淀江公⺠館⻑ 
・和傘（淀江傘）伝承館館⻑ 
・淀江さんこ節保存会副会⻑ 
・元上淀⽩鳳の丘展示館副館⻑ 
・⽶子市淀江保育園園⻑ 
・元校⻑、淀江中学校⻑ 
・PTA 会⻑、同窓会⻑ 
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